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 This paper is to review the method of recording the purchase and sale of inventory, and their adjusting and 

closing procedures. Nowadays, there are various methods for doing this explained in Japanese textbooks. 

 The method of a merchandise account debited with inventory at the commencement of the fiscal 

period,debited with purchases and credited with sales is no longer found in America, England and France. In 
Japan and Germany, however, it remains today. The method of a merchandise account not only debited but 

also credited at cost price is another method found only in Japan. 

 In this paper, referring to the history of the methods of recording the purchase and sale of inventory, and 

foreign textbooks of today, I will consider the logic of the various methods used both in and outside Japan.

1は じめに

商業簿記教育における重要な課題の一つは、営業活動の中心 となる商品売買取引の処理であろ

う。簿記史の研究においても商品売買取引の処理法の歴史的発展 プロセスに関する研究がすでに

多 くの先達によって行われている。わが国の簿記テキス トでは、商品売買の処理法 として様々な

方法が説明 されているが、大別すると①単一商品勘定を使用す る方法 と、②分割商品勘定を使用

す る方法に分類される。① については貸借 ともに原価で記帳す る分記法、原価で借記、売価で貸

記する総記法、貸借 ともに売価で記帳する小売棚卸法が、②については三分法、売上原価対立法

などが挙げられるU)。

そこで本稿では、商品売買取引の処理法の歴史的発展 プロセス、諸外国のテキス トを参考にし

て、今 日の簿記テキス トで行われている処理法 を再検討 してみたい。なお、商品の特殊売買取引

は考察の対象か ら除いている。

2単 一商品勘定による処理

歴 史的にみると単一商品勘定の前身は、商品の種類 ・数量 を伴 う購入都度別、あるいは種類別
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の口別商品勘定であると考え られる。中世イタリア商人の帳簿を分析 された泉谷教授によれば、

この各種口別商品勘定の処理法には、勘定残高処理法、分記法、総記法の3つ の手法が存在 したよ

うである(2)。現存する最古の簿記書 『スンマ』でも口別商品勘定が使用されているが、決算時の

在庫 の処理法について説明 されていない点から判断すると、『スンマ』で採用 されている方法は、

勘定残高処理法であったと考 えられる(3)。

この口別商品勘定による処理法は、渡邉教授の16世 紀から19世 紀前半にわたる英米の簿記書の

研究によると、まず副次的な商品をまとめて記帳する雑商品勘定 による処理法、次いで主要商品

を概括する種類別商品勘定による処理法、そ して単一商品勘定(一 般商品勘定)に よる処理法へ

と展開していった(4)。ただ し、口別商品勘定が使用されていた時代 に、すでにYmpynの 簿記書で

は売残商品(remainyngparcells)勘 定が決算整理勘定 として使用されている。 この勘定は、決算時

に期末棚卸高が振 り替 えられるという点で現代の繰越商品勘定 と同 じ役割を担ってお り、注 目す

べ き処理法であろう。(5)

口別商品勘定か ら単一商品勘定への展開は、商品勘定の統合 という展開である。これは口別商

品勘定が担っていたと考えられる金額記録 による計算及び物量記録による財産管理 という機能の

うち、前者が主要簿の単一商品勘定に引 き継がれ、後者が補助簿の口別商品勘定あるいは商品有

高帳に引 き継がれたとい う点か ら説明できるであろうし、すでに多 くの先達 による詳細な研究が

行われている(6)。残 された問題 は、口別、種類別、あるいは単一商品勘定が計算すべ き金額の問

題であろう。すなわち、商品売却時にその都度損益を計算する分記法 と決算時に一括 して損益を

計算する総記法に関する問題である。(7)

前述 したように口別商品勘定時代の商人の帳簿に分記法が存在 しているようであるし、単一商

品勘定が登場 した当初 も分記法 を使用 している文献が若干存在するが(8)、 総記法が主流であ り、

私の調べた限 りにおいて19世 紀末以降の英米、現代の独仏の簿記あるいは初級会計学のテキス ト

に分記法の説明は見 られない。 これに対 して、わが国のほとんどのテキス トでは、まず最初に分

記法が説明され、その実践が困難であるという点か ら総記法、あるいはそれを省略 し三分法など

の説明が行 われている。諸外国ではすでに存在 しない分記法がわが国に残 っているのは、明治時

代 に多数の抄訳本あるいは祖述本が出版されたFolsomの 簿記書の影響 によるものと考 えられる。

Folsomは 分記法による単純勘定 としての商品勘定 を説いた後、実務で採用されているとい う総記

法 による混合勘定としての商品勘定 とその決算整理の意味(混 合勘定の単純勘定化)を 説明 して

お り(9)、わが国の簿記書 と同 じ説明手法 をとっている。

周知の通 り、分記法の長所 は商品勘定の借方残高(当 在高)に よる管理が可能になることと、

販売時に売買損益が判明するとい う点である。 しか し、原価による管理 は単一商品勘定で行うよ

りも管理 を必要とする商品の種類別 に行 うべきであろうし、販売時の売買損益計算は実施可能性

の見地か ら問題がある。㈹)

それにもかかわらず分記法を採用する理由は何か。確かに現代の ような情報処理能力 を前提 と

すれば、分記法は一部の例外 を除き実施可能である。 この場合、分記法の欠点は収益(売 上)の

発生 と費用(売 上原価)の 発生 という二つの取引を相殺する純額法の処理法 という点である。資

本等式あるいは貸借対照表(等 式)に 基づき、取引をこれ らに与える影響 を示す という導入法 を

とる場合、収益 と費用が相殺されるのは避けられないことではあるが、問題はそれを 「商品販売

益」 という収益 として説明するのか、売上高 と売上原価 を背後に想定 して 「純利益」 として説明

するのかである。例 を挙げると、原価¥100の 商品を¥150で 掛売 りした時に、前者によれば、資
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産の増加が¥150、 資産の減少が¥100、 したがって資本の増加¥50、 これを収益として説明する。

これに対 して、後者によれば、¥50の 資本増加を収益 として説明するのではなく、売上高¥150一 売

上原価¥100と いう計算にも触れ、純利益 として説明するのである(11)。わが国のように導入時 に収

益 として説明すると、商品売買取引の処理において も分記法に触れざるをえないであろう。

また、これとは異なる見地か ら分記法 を解釈す ることもで きる。それは分記法の商品勘定を、

通常の商品売買業の勘定ではな くサービス業の勘定 と考 えることである。

例 えば、受託買付業を考 えてみよう。現代のテキス トでは、買付時、費用立替時及び買付計算

書送付時に受託買付勘定に借記する方法のみが説明 され、オフ ・バ ランスとなる受託品の処理 に

は触れていない。貸借対照表が確立 していなかった時代において、簿記の財産管理 という目的を

考えれば、他人の財産ではあるが買付から引渡 しまでの記録は不可欠であろう。そこで、買付代

金のみを商品勘定で処理 し、引渡 し時に受取手数料 を分割 して計上すれば、外見上 は分記法によ

る処理 となる(12)。

別の例 として、金融業を考えてみよう。金融業 は資金提供 とい うサービスの対価 として利息を

受取 り、資金調達のコス トとして利息を支払 うわけであるが、金銭債権 ・債務(元 本)と 金融収

益 ・費用(利 息)は 別勘定で処理 されている。 これを商品売買業に適用すると、元本に相当する

のが商品で、利息に相当するのが販売益及び仕入諸掛 となる(】3)。前出のFolsomは 、勘定を財貨の

勘定 と用役 の勘定に分類 し、金銭債権債務及び商品を前者に、金融収益 ・費用及び販売益 ・仕入

諸掛 を後者に帰属させている(14)。この勘定分類法が分記法(た だし仕入諸掛の原価算入 も行わな

い)と 結びつ くのは当然の帰結であろう。

では次に、総記法について考 えてみよう。総記法の欠点 は商品勘定の貸借差額が当在高等の意

味のある金額を単独で示 さないために、会計期間中に商品の管理がで きないという点、初学者が

決算時の処理 を理解 しづ らいという点が挙げられる。

まず前者 については、管理が必要な商品については商品有高帳の意義を強調することによって

対処で きるであろう。既述の通 り、口別商品勘定が単一商品勘定へ統合されて も、口別商品勘定

の機能は補助簿に現存 しているのである。

次に後者 については、現行の決算手続 を多少変更することが必要である。総記法 による決算時

の貸借差額は、期末棚卸高と販売益の差額である。 この両者の金額のうち先 に把握できるのは期

末棚卸高であ り、その後 に販売益が判明する。これに対 して決算記入においては、販売益の損益

勘定への振替が期末棚卸高の残高勘定への振 替あるいは次期繰越記入に先行する。 この計算 と記

帳手順の齟齬が初学者に難解な点であろう。 また、間接仕訳法を採ると、粗利部分は決算時に商

品販売益 という勘定を経由させて損益勘定へ振 り替えられている。私見によれば、これは分記法

の思考に引 きず られた処理法である。では、 どうするか。別稿(IS)で も触れたが、それは商品勘定

を資産の勘定ではな く、商品の仕入 ・売上を計上する勘定 と考えることである。 したがって、ま

ず決算整理 として期末棚卸高を商品勘定か ら繰越商品勘定へ振 り替えた後、通常の決算手続 と同

様 に、商品勘定から損益勘定への振替、繰越商品勘定か ら残高勘定への振替 を行えばよい。総記

法の商品勘定を前提 に三分法を説明するのであれば、むしろこの方法を採用すべきであろう。(16)

20世 紀初頭のアメリカの経営会計学百科事典では、 丶MerchandiseAccountノ について総記法の

処理のみが解説 されてお り、商品勘定 を売買取引 と粗利 を示す勘定であ り不完全 な売 買勘定

(tradingaccount)で あるとしている!17)。売買勘定は粗利 を計算する勘定であるから、ここでは商

品勘定の目的を損益計算 にあると考えていることになる。
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総記法の商品勘定の目的を分記法の延長線上で考えるのではなく、あくまで も損益計算 に限定

すれば、問題はその損益が帳簿上、決算時に しか判明 しない という点であろう。 しか しこれは総

記法固有の問題ではな く、三分法 にも共通する問題であ り、そ もそ も両者は外部取引の記録 と、

決算すなわち人為的な期間区分をまった く別問題 と考えている(18)。総記法は、取引記録において

は証憑の金額 に基づ く事実通 りの記録 を行い、完売すれば貸借差額で損益 を計算できる方法であ

り、現代 にように期間損益を計算する必要がある場合には、売残 り部分 を損益計算か ら除外す る

修正を加えて損益 を計算する方法なのである。 したがって、取引記録の段階で決算 を考慮 し反映

させる分記法 とはまったく相容れない思考に基づ く処理法なのである。

3商 品勘定の分割

歴史的には、前節で触れたように口別商品勘定が統合 され単一商品勘定とな り、その後、単一

商品勘定が再分割 され、現代の処理法 となったと考えられる。久野教授はアメリカにおける商品

勘定再分割を考察 し、1880年 代初頭から商品勘定分割論が展開され始めて きたことを明 らかにさ

れ、これに対するイギリスの影響を示唆されている(19)。

残念なが ら、筆者 もアメリカの商品勘定分割論(1882年)に 先行するイギリスの文献は発見で

きなかった。ただ し、イングランド及びウェールズ勅許会計士協会の1883年1月 の最終試験の第9

問で示されている残高試算表では、仕入(Purchases)、 商品及び原材料(StockandMaterials)一 期

首棚卸高で計上、売上(Sales)勘 定が使用 されている(2°)。この点か ら、イギリスではすで に

1880年 代に商品勘定の分割が定着 していたことが推測 される。

商品勘定再分割の論拠 としては、単一商品勘定処理では返品等の理由により貸借 に売価 と原価

が混在 し、修正 を施さなければ分析に利用で きないとい う点が挙げられるが(2D、 さらに、職能別

組織の採用 による業務(仕 入 ・販売)の 分割、それに伴 う帳簿(仕 入帳 ・売上帳)の 分割 という

側面の影響 も考えられる(22)。

では、商品勘定はい くつに分割するのか(23)。わが国では一般に三分法が採 られている。

以下では、諸外国の処理法を設例を用いて比較 してみたい。

[設例]

①期首商品棚卸高100円

②仕入500円

③売上700円(売 上原価400円)

④決算日、期末商品棚卸高200円

ア メ リ カ で は 一 般 的 に 売 上 原 価 対 立 法 が採 用 さ れ て い る。(24)

InventoryCostofgoodssold

Oioo

Osoo

34° °

Salesrevenue

3400 ゜g°°

この売上原価対立法は継続記録法(perpetualinventorysystem)を 前提 とする。 したがって、売上

原価対立法が適用できるのであれば、分記法の実施可能性を問題 として総記法、三分法 を説明す
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る意 味 は な く、 問 題 は純 額 法(分 記 法)か 総 額 法(売 上 原 価 対 立 法)か と い う点 と、外 部 取 引 と

内 部 取 引 を混 同 した処 理 法(分 記 法)か 分 別 した 処 理 法(売 上 原 価 対 立 法)か とい う点 で あ ろ う。

これ に対 して 、棚 卸 計 算 法(periodicinventorysystem)の 下 で は 次 の よ うな処 理 に な る(25)
。

InventoryPurchasesSales

①100●looOsoo●soo'④700●goo

●200

IncomeSummary④ 決 算 整 理 仕 訳

●100●200.Dr.IncomeSummary100

〃500〃700Dr.Inventory200

ま た 、 あ る テ キ ス トで は 次 の よ う な 処 理 も み ら れ る(26)。

InventoryPurchases

①100●looOsoo●soo

●200

Costofgoodssold④ 決 算 整 理 仕 訳

●400Dr.Inventory200

Costofgoodssold400

Cr.lnventory 100

Cr.IncomeSummary200

Sales

Cr.lnventory

Purchases

●goo

100

500

まず、前者は売上原価の計算を仕入勘定ではな く損益勘定で行っている。 これは損益計算書の

様式に従ったものであろう。 また後者の特徴は、決算整理の結果 として売上原価が間接的に把握

されるのではなく、売上原価(400)が 直接把握 された後、決算整理仕訳を行っている点にあ り、

売上原価対立法の後に考案された方法であることは明白である。いずれにせ よ、両者 とも継続記

録法に基づ く売上原価対立法の後に、棚卸計算法による処理法を説明している。わが国のように、

継続記録法を前提 とする純額法の分記法から、継続記録法 を前提 としなくても採用できる総記法、

総額法の三分法 という展開ではな く、総額法処理が前提 なのである。 しか しなが ら、売上原価対

立法の説明 との一貫性 を考えれば、上記の処理法の ように仕入勘定は使用せず、購入時も商品勘

定で処理 し、決算時に④(借)売 上原価400(貸)商 品400と いう整理仕訳をしたほうが望ましい(27)。

イギ リスのあるテキス トでは次のように処理されている。(28>

Stocka/cPurchasesa/cSalesa/c

Olooi●looOsoo●soo●goo●goo

1001100

●200

Tradingandprofitandlossa/c

●OpeningStock

〃Purchases

"lessClosingstock

Grossprofitc/d

100

500

200

×11

300

goo

●Sales goo

Grossprofitb/f700

300
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この処理法の特徴は、期末棚卸高の次期繰越記入を省略 し、売買勘定への振替 と翌期首の日付

で行 うべ き前期繰越記入が複式記入されている点、そ して売買勘定が使用されているとい う点に

ある。

前者は記帳の簡略化 という理由によるものであろう。後者の売買勘定はイギリス特有の勘定で

ある。イギ リス特有のものといえば、複会計制度も挙げることができるが、これは1868年 の鉄道

事業法によって制度化 されたものである。 この中で作成が義務づけ られた9号 書式 の収益勘定

(RevenueAccount)で は、借方の支出欄に主として営業費用が、貸方の収入欄に主 として営業収益

が計上され、差額め営業利益が10号 書式の純収益勘定(NetRevenueAccount)に 振 り替 えられる
(29)

。商品売買業の場合、この営業利益を計算す る収益勘定に相当するのは売買勘定である。また、

サービス業の収入額で測定される営業収益に対応するのは総額の売上高であって純額の売買益で

はないから、売買勘定導入前 にその機能を担っていたのは総記法の商品勘定であると考えられる。

イギリスでは特殊仕訳帳制が前提であるので、総記法の商品勘定には仕入帳、売上帳か ら合計転

記 される。 ここで商品勘定の売買勘定 という決算勘定への移行 に伴い、従来の商品勘定に代 わる

もの として期中の売買を処理する仕入勘定及び売上勘定と、売買 も意味する`merchandise'勘 定

に代わる在庫のみを処理する`stock'勘 定が必要 となって きたことが推測 される。

したがって、この商品勘定が売買勘定 という決算勘定へ転換 したという外部的な要因 と、採用

されていた帳簿組織 とい う内部的な要因が イギ リス流の商品勘定分割を生み出 したと考えること

ができる。そして、これが売買勘定のないアメリカおよび日本で三分法 となったのではなかろうか。

フランスのテキス トでは、次のように処理されている(3°)。

StockinitialAchatsdemarchandisesVentes

①100●looOsoo●soo●goo●goo

StockfinalVariationdesstocks

●200.●loo●Zoo

Comptederesultat

Achatdemarchandises

Variationdesstocks

500

(-ioo>

Ventes700

Bilan

Stocks200

この処理法の特徴は、期首棚卸高 と期末棚卸高がそれぞれ別勘定で処理 され、在庫変動勘定で

相殺 された後、損益勘定 に振 り替えられている点である。 これはプラン ・コンタブル ・ジェネラ

ル(PlanComptableGeneral)に 従った処理法である。それによれば原材料及び商品在庫変動勘定

は仕入勘定 とともに損益計算書勘定(Comptesdegestion)系 統のクラス6の 費用の勘定(Comptes

decharges)に 帰属するが、仕掛品及び製品在庫変動勘定は売上勘定とともに損益計算書勘定系統

のクラス7の 収益勘定(Comptesdeproduits)に 帰属 している(3D。 在庫変動勘定 は1982年 の改訂で

新設 された勘定であるが、原材料及び商品 と仕掛品及び製品の在庫変動勘定の帰属の相違は、付

加価値計算上、仕掛品 ・製品が総生産高の計算要素であるのに対 して、原材料及び商品が前給付

費用であることに起因すると考 えられる(32)。すなわち収益性計算か ら生産性計算への分析 目的の

重点の移行が このような処理法 を導いたのである。フランスにおける商品勘定分割の論拠 は、

1982年 以前の文献の検討が不可欠であろうが、1982年 の改訂だけを考えれば、生産性 という分析
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目的 に基 づ く もの で あ る とい え よ う。

ドイ ツ で は 、 まず 総 記 法 の 処 理 が 説 明 さ れ 、 そ れ を前 提 と して 商 品勘 定 が 次 の よ う に分 割 され

て い る(33)。

GemischtesWarenkonto

Warenbestand 1 jWarenverkauf(Warenerfolg)

Gewinn-undVerlustkonto

●300

この処理法の特徴 は、原価部分と売価部分への二分割法であるとい う点、そ して損益勘定 には

粗利 を振 り替える純額法であるという点 にある。 ドイツは単一仕訳帳制 を前提 としているので、

商品勘定分割の論拠が帳簿組織に基づ くものではな く、 もっぱら売価 と原価の貸借への混在の排

除に基づ くものであるならば、この処理法はまさにそれに応 じた分割法である。

また、純額法採用の理由としては、まず第一に、`Erfolg'と`Gewinn'を 厳密に総額 と純額 と

いう意味で使い分ければ、損益勘定(Gewinn-undVerlustkonto)に は純額で振 り替えられることに

なる。第二の理由 として、総記法の商品勘定をイギ リスの ように売買勘定 と考 えれば、そこから

損益勘定へ振 り替えられるのは粗利のみということになろう(34)。

4む すび

以上、単一商品勘定の処理法 と、現代の諸外国における分割商品勘定 を一瞥 した。 ここで明ら

かになったことは、まず第一に、分記法は歴史的には劣勢な処理法であ り、現代ではわが国のテ

キス トで しかみられないという点である。わが国では、分記法の実施可能性 を問題 として総記法、

三分法 とい う説明を行 うが、実施可能性の点か らいえば売上原価対立法 も同様であって、 もし、

初学者 にわか りやすい という点 を強調するならば、わが国 と比べてより丁寧な説明を行 っている

アメリカのテキス トにも存在するはずである。 したがって分記法の存在意義は、導入の段階で資

本等式や貸借対照表等式導入法 をとり、かつ収益を純財産変動額すなわち商品販売益 とする説明

手法をとるために必要なものであるという点、あるいはサー ビス業的な見地か ら考案 されたもの

ではないかという点に求め られる。.

第二に商品勘定分割に関しては、わが国の ように総記法が三分法へ と展開される必然性はなく、

各国において様 々な分割法が採用 されていることが指摘 されよう。ただし、各国共通の部分 とし

て、原価 と売価で構成されている総記法の商品勘定を分割する際、売価を記入す る売上勘定は独

立 して総額で処理するという点が挙 げられる。各国で異なっているのは、原価部分 をどのように

処理するかである。
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これを継続記録法の併用が不可欠か否かとい う点か らみれば、アメリカの売上原価対立法のみ

が継続記録法が不可欠な特殊ケースとなる。

歴史的に見れば、商品払出単価の決定方法 も確立せず、あるいはその必要性 を認識 していなか

った、すなわち管理が必要な商品のみに補助簿を設けていれば事足 りていた時代 に行われていた

のが売上原価対立法を除 く各種の分割商品勘定の処理法であろう。

商品売買の処理法の発展プロセスは、第一段階 として個々の財産管理お よび口別損益計算 を行

う口別商品勘定による処理、第二段階として重要性の乏 しい商品の一括処理、第三段階 として主

要簿での概観性確保のための各種商品勘定の漸次的統合 による処理 と財産管理機能の補助簿への

漸次的移行 と考えられる。そ して第四段階として勘定あるいは財務諸表分析 とい う目的 と採用す

る帳簿組織 に応 じた商品勘定の再分割処理へ と進展 した。ここまでは手書 き帳簿組織(Manual

AccountingSystem)を 前提 とした発展プロセスであると考えられる。

現代のコンピュータ会計システム(ComputerizedAccountingSystem)を 前提 にすれば、一部の

例外 を除き、瞬時に売上原価が計算できるのであるか ら、アメリカのように売上原価対立法の採

用が可能である し、む しろその後の会計学の教育の見地からすれば有用であろう。かつてのよう

に管理の必要に応 じて帳簿 を設けるという発想ではないのである。
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